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サ
イ
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キ
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テ
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十
六
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国
会
衆
第
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五
号
）
（
衆
議
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提
出
）
（
本
院
継
続
審

査
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
基
本
理
念

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
施
策
の
推
進
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
に
対
し
て
、
国
、
地
方

公
共
団
体
、
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
の
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
り
、
積
極
的
に
対
応
す
る
こ
と
等
を
旨
と
し
て
、
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略

１

政
府
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
等
に
つ
い
て
定
め
る
。



- -2

イ

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

ロ

国
の
行
政
機
関
等
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
関
す
る
事
項

ハ

重
要
社
会
基
盤
事
業
者
及
び
そ
の
組
織
す
る
団
体
並
び
に
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確

保
の
促
進
に
関
す
る
事
項

三
、
基
本
的
施
策

国
の
行
政
機
関
等
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
、
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
確
保
の
促
進
、
民
間
事
業
者
及
び
教
育
研
究
機
関
等
の
自
発
的
な
取
組
の
促
進
、
多
様
な
主
体
の
連
携
、
犯
罪
の

取
締
り
及
び
被
害
の
拡
大
の
防
止
、
我
が
国
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
象
へ
の
対
応
、
産
業
の
振

興
及
び
国
際
競
争
力
の
強
化
、
研
究
開
発
の
推
進
、
人
材
の
確
保
、
教
育
及
び
学
習
の
振
興
、
普
及
啓
発
、
国
際
協
力
の
推

進
等
に
つ
い
て
、
国
は
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
。

四
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部

１

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
戦
略
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。
本
部
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
長
（
以
下
「
本
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部
長
」
と
い
う
。
）
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
副
本
部
長
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
員
を
も
っ
て

組
織
し
、
本
部
長
は
内
閣
官
房
長
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

イ

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
の
案
の
作
成
及
び
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

国
の
行
政
機
関
及
び
独
立
行
政
法
人
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
対
策
の
基
準
の
作
成
及
び
当
該

基
準
に
基
づ
く
施
策
の
評
価
そ
の
他
の
当
該
基
準
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

国
の
行
政
機
関
で
発
生
し
た
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
重
大
な
事
象
に
対
す
る
施
策
の
評
価
に
関
す
る
こ

と
。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な
も
の
の
企
画
に
関
す

る
調
査
審
議
、
府
省
横
断
的
な
計
画
、
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
見
積
り
の
方
針
及
び
施
策
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の

作
成
並
び
に
施
策
の
評
価
そ
の
他
の
当
該
施
策
の
実
施
の
推
進
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

３

本
部
長
は
、
２
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
評
価
又
は
４
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
資
料
、
情
報
等
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
勧
告
し
た
事
項
に
関
し
特
に
必
要
が
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あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
内
閣
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ

る
よ
う
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
本
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
部
に
対
し
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
資
料

又
は
情
報
で
あ
っ
て
、
本
部
の
所
掌
事
務
の
遂
行
に
資
す
る
も
の
を
、
適
時
に
提
供
す
る
ほ
か
、
本
部
長
の
求
め
に
応
じ

て
、
本
部
に
対
し
、
本
部
の
所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
の
提
供
及

び
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
本
部
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
適
切
に
内
閣
官
房
に
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
法
制
の
整
備
（
内
閣
総
理
大

臣
の
決
定
に
よ
り
内
閣
官
房
に
置
か
れ
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
法
制
化
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。


